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第第９９章章  退退職職、、解解雇雇  

１１  仕仕事事をを辞辞めめるるとときき  

（（１１））無無期期労労働働契契約約のの場場合合（（退退職職））  

    アア  合合意意退退職職  

労働者が退職の意思表示をし、会社が承諾することで労働契約を

解約することを、合意退職と言います。 

これに対し、使用者が労働者に対して退職を促し（退職勧奨）、労

働者が承諾することで労働契約を解約することも「合意退職」といいま

す。「３ 仕事を辞めてくれないかと言われたら」参照。 

イイ  自自己己都都合合退退職職  

                    労働者からの申し出による労働契約の解約を自己都合退職（辞職）

といいます。労働者が会社に退職を申し出て１４日を経過すれば、労

働契約が解約されます（民法６２７条１項）。ただし、就業規則で「何日

前までに申し出ること」という規定があれば、規定に従うことが望まし

いでしょう。また、やむを得ない理由があるときは、直ちに辞めること

ができます。 

ウウ  定定年年退退職職  

         労働者が一定の年齢に達した時に労働契約が終了します。 

       退職日は、企業が就業規則で定めることができます。 

         （退職日の例） 

          定年６５歳の場合  ・６５歳の誕生日の前日 

                      ・６５歳の誕生日の属する月の末日 

                       ・６５歳の誕生日の属する年度の３月末日 等 

 

（（２２））有有期期労労働働契契約約のの場場合合（（契契約約期期間間満満了了））  

契約期間が満了することに伴い労働契約が終了します。 

原則として、契約期間の途中で辞めることはできませんが、やむを得な

い事由（労働者自身の重い病気等）があるときは、直ちに辞めることがで

きます（民法６２８条）。 

ただし、１年を超える有期労働契約を結んだ労働者は、当該労働契約

の初日から１年を経過した日以降、使用者に申し出ることにより、いつで

も辞めることができます（労基法附則１３７条）。 
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（（３３））無無期期労労働働契契約約おおよよびび有有期期労労働働契契約約のの場場合合にに共共通通ししてて  

明示された労働条件が実際と違う場合は直ちに退職できます（労基法 

１５条２項）。使用者から借りている金品は、速やかに返却しましょう。 

 

（（４４））使使用用者者のの義義務務  

アア  賃賃金金及及びび積積立立金金、、貯貯蓄蓄金金ななどどににつついいてて（（労労基基法法２２３３条条））  

労働者から請求があれば、７日以内に賃金を支払い、積立金、貯

蓄金など労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。 

イイ  退退職職金金ににつついいてて（（労労基基法法２２３３条条））  

退職金は、就業規則などに規定があれば支払わなければなりませ

ん。その規定に支給日の定めがない場合、労働者から請求があれば

７日以内に支払わなければなりません。 

ウウ  雇雇用用保保険険ににつついいてて（（雇雇用用保保険険法法施施行行規規則則７７条条））  

雇用保険資格喪失の手続を１０日以内に行い、離職票を交付しな

ければなりません。 

 

（（５５））労労働働者者がが証証明明をを請請求求ででききるる事事項項（（労労基基法法２２２２条条））  

労働者が以下の内容について証明書を請求した場合は、使用者は遅

滞なく交付しなければなりません。 

ア 使用期間 

イ 業務の種類 

ウ その事業における地位 

エ 賃金 

オ 退職の事由（解雇の場合はその理由） 

カ 解雇予告された場合はその理由 

なお、退職時等の証明書に労働者が請求しない事項や秘密の記号を

記入することは禁じられています。また、その他、ブラックリストの作成など

労働者の就職の妨げになる行為は禁じられています。 

 

（（６６））退退職職にに伴伴うう主主なな社社会会保保険険のの手手続続  
退職後、社会保険の手続期限に遅れると、不利益が生じるおそれがあ

ります。 
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使用者は労働者（健康保険・厚生年金保険の被保険者）が退職した場
合、5 日以内に保険資格の喪失手続きをしなければなりません。 
  
種 類 内 容 手続場所 手続期間 その他注意事項 

雇用保険 
失業給付の
受給 

ハローワーク 
離職後できる
だけ早く 

離職票と雇用保険被保
険者証を会社から受領 

健康保険 

在職中の健
康保険への
継続加入 

健保組合 
又は 協会け
んぽ※ 

退職日の翌
日から２０日
以内 

原則として退職後２年
間に限られ、保険料は
自己負担 

国民健康保
険へ の 新規
加入 

市区役所又
は町村役場 

退職日の翌
日から１４日
以内 

健康保険の被保険者
資格の喪失届の写など
を会社から受領 

公的年金 
国民年金へ
の新規加入 

市区役所又
は町村役場 

退職日の翌
日から１４日
以内 

国保加入者である被扶
養者の被保険者種別
の変更も行う 

 
※ 協会けんぽ（全国健康保険協会管掌健康保険）の加入者は、協会けんぽ福

岡支部（郵送可）で手続を行う必要があります。 

◆主な関係条文： 雇用保険法１３条、３７の２～３８条、同法施行規則７条 
国民健康保険法６～７条、５６条、同法施行規則３条 
国民年金法７～8 条、同法施行規則１条の２ 

 

（（７７））参参考考：：退退職職届届ににつついいてて  

退職届は、法律等で定められた様式はありません。 

   書き方がわからない時は、下記退職届の例を参考に作成して下さい。 
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＜退職届の例＞ 

                                                                                        

退職届 

〇〇株式会社  

代表取締役〇〇様 

 

  私は、以下の理由により、〇年〇月〇日をもって、貴社を退職することをお

届けします。 

     退職理由 〇〇〇〇〇〇〇〇 のため 

   

                        〇年 〇月 〇日 

                        所属部署 

                        氏名           印 

 
 

＜退職届を出す場合の注意点＞ 
・ 退職理由が労働者個人の都合の場合、一般的に「一身上の都合のため」と

記載することが多いと思いますが、それ以外の事情で退職に追い込まれた

場合は、「一身上の都合」とは書かず、退職に至った事実を具体的に記載す

ることをお勧めします。 

   例  傷病により勤務に耐えられなくなったため  

職場の人間関係に問題があるため 

約束した労働条件と違うため        等 

・ 退職届の書き方によっては、雇用保険上の離職理由に大きく影響する場合

があります。詳しくは、労働者支援事務所にお尋ねください。 

 

２２  仕仕事事をを辞辞めめささせせらられれるるとときき 

会社の一方的な意思表示による労働契約の終了を解雇といいます。 

労働者は、労働の対価として使用者から受け取る賃金によって生活してい

ます。使用者から突然解雇されると、労働者やその家族の生活は成り立ちま

せん。そこで解雇については労基法などにより、労働者を保護する立場から
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